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  令和５年６月１２日 

四日市市公平委員会委員長  冨 田 俊 治 

 

公平委員会規則第３号 

職員からの苦情相談に関する規則の一部を改正する規則  

 職員からの苦情相談に関する規則（平成１９年四日市市公平委員会規則第２号）の

一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

（公平委員会に対する苦情相談） （公平委員会に対する苦情相談） 

第２条 職員は、公平委員会に対し、文

書又は口頭により苦情相談を行うこと

ができる。ただし、離職した職員にあっ

ては、次の各号に掲げる苦情相談に限

る。 

第２条 職員は、公平委員会に対し、文

書又は口頭により苦情相談を行うこと

ができる。ただし、離職した職員にあっ

ては、次の各号に掲げる苦情相談に限

る。 

(1) （略） (1) （略） 

(2) 法第２２条の４第１項又は第２２

条の５第１項の規定による採用に関

する苦情相談 

(2) 法第２８条の４又は第２８条の５

の規定に基づく採用に関する苦情相

談 

２ （略） ２ （略） 

（記録の作成等） （記録の作成等） 

第８条 事務局長は、苦情相談ごとにそ

の概要及び処理状況について記録を作

成し、毎年、苦情相談の概要を公平委員

会に報告しなければならない。 

第８条 事務局長は、苦情相談ごとにそ

の概要及び処理状況について記録を作

成し、公平委員会に報告しなければなら

ない。 

 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職員等の範囲を定める規則の規

定は、令和５年４月１日から適用する。 

（経過措置） 



２ 令和１４年３月３１日までの間における改正後の第２条第１項の規定の適用につい

ては、同項第２号中「第２２条の４第１項又は第２２条の５第１項」とあるのは、「第

２２条の４第１項若しくは第２２条の５第１項又は地方公務員法の一部を改正する法

律（令和３年法律第６３号）附則第４条第１項若しくは第２項、第５条第１項若しくは

第３項、第６条第１項若しくは第２項若しくは第７条第１項若しくは第３項」とする。 

 


